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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
外
務
公
務
員
の
子
女
教
育
手
当
の
支
給
額
及
び
支
給
方
法
を
改
定
す
る
。

二
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
日
本
政
府
代
表
部
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
同
代
表
部
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手

当
の
基
準
額
を
定
め
る
。

三
、
在
ジ
ャ
カ
ル
タ
日
本
国
総
領
事
館
、
在
マ
ニ
ラ
日
本
国
総
領
事
館
、
在
ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー
日
本
国
総
領
事
館
、
在
リ
マ

日
本
国
総
領
事
館
及
び
在
ロ
ン
ド
ン
日
本
国
総
領
事
館
を
廃
止
す
る
。

四
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
施
行
期
日
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
公
布
の
日
に
改
め
る
と
と
も
に
、
改
正
後
の
在
勤

基
本
手
当
の
基
準
額
に
関
す
る
規
定
は
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
子
女
教
育
手
当
の
支
給
額
に
関
す
る
規
定
は
施
行
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
以
降
の
子
女
教
育
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


